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京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、２０２２年９月１日（木）より、将来の認知・

判断能力低下に備え、お客さまが健康なうちに将来の代理人を指定してお届けいただける「将来

の代理人指定サービス」を導入いたします。 

お客さまの認知・判断能力が低下している場合、お客さまの口座からのご出金手続きを一部

お断りする等、ご家族さまにご不便をおかけしております。法整備としての成年後見制度もござ

いますが、すべてのお客さまにご利用いただくことが難しいのが現状であり、こうした課題の対

応策として、万が一、認知・判断能力が低下してお客さまご自身によるお取引が困難となった後

も、予めご指定いただいた代理人の方がお取引いただけるサービスの取扱いを開始いたします。 
 

記 
 

１．取扱い開始日 

 ２０２２年９月１日（木） 
 

２．サービス概要 

申込（予約）受付 お客さまと代理人が一緒に来店いただき申込（予約）受付。 

代 理 人 の 条 件 
代理人は原則、推定相続人（お客さまが亡くなった後、法定相

続人となる方）１名のみ指名可能。 

代理人取引開始の条件 
お客さまの認知・判断能力が低下していることが分かる診断書

の提出が必須条件。 

代理人が取引できる 

主 な 内 容 

・預金口座の入出金取引（当座預金を除く） 

・預金口座開設、解約 

・諸届（変更届・喪失届）手続き 

・残高証明書発行手続き 等 

代理人が取引できない 

主 な 内 容 

・キャッシュカードによる取引 

・ＥＢサービスによる取引 

・融資取引 

・預り資産（リスク商品）取引 等 

サ ー ビ ス 手 数 料 無料 

 

 

「将来の代理人指定サービス」の取扱い開始について 
 

 
  






